
提案仕様書 

（明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務委託） 

 

１ 業務目的 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第１１条

の２及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５７条の３の４の規定に基づき、明石市が実施して

いる指定障害福祉サービス事業者等に対する運営指導の一部業務を、兵庫県が指定する指定事務受託法人

（以下、「受託者」という。）に委託することにより、定期的な運営指導の実施及び事業運営の適正化並び

に制度の信頼性の確保を図ることを目的とする。 

  受託者は明石市の指示に従い、市内指定障害福祉サービス事業者等に対して運営指導の一部業務を実施

する。 

 

２ 業務場所 

  受託者事務所及び明石市指定障害福祉サービス事業者等 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から２０２７年３月３１日まで（準備期間を含む） 

 

４ 業務概要 

（１）運営指導を行う指定障害福祉サービス事業所数  

明石市が指定した３０事業所程度 

※サービス数として８０程度 

（２）運営指導を行う指定障害福祉サービス事業種別 

   居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括

支援、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ

型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域移行支

援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪

問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

   ※実際に運営指導を行う事業所種別については契約後に明石市と受託者の間において協議のうえ決定

するものとする。 

（３）運営指導期間 

   契約履行期間内   

（４）その他 

   ①運営指導を実施する前に、明石市と受託者で協議を行うこととする。なお協議場所は明石市が指定

する場所とする。 

②「明石市指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査要綱」を十分理解したうえで業務を実施する

こと。 

③運営指導業務の実地調査については、明石市職員が同行する場合がある。 

 

５ 委託業務内容 

 （１）実施体制の確保等 



①１回の運営指導における運営指導員は２名以上の体制を確保すること。 

②運営指導員には障害福祉サービス事業者等での従事経験がある者、関連法に係る行政経験のある 

者、又は指定事務受託法人において訪問及び調査業務を行った経験を有する者など、相当の知識 

及び経験を有する者等を配置すること。ただし、現に指定障害福祉サービス事業者等の従業者と 

して従事する者、取消処分を受けた法人の欠格事由該当者等、又は運営指導における公正性の確 

保等が困難であると明石市が判断した者については運営指導員になれないものとする。 

    ③契約期間中は、原則として同一の者が運営指導を行うこととするが、運営指導員が退職、異動等

により当該運営指導を行うことがなくなった場合においては、速やかに別の運動指導員を配置

し、明石市に報告すること。 

    ④本業務の実施に必要な運営指導員の技能を維持・向上するために、受託者において定期的に社内

研修を実施し、運営指導員の質及び業務遂行能力の向上を図ること。 

（２）運営指導日時の調整及び決定について 

    ①明石市が送付する運営指導対象事業所一覧に記載された事業所に対し、日程調整を行うこと。 

    ②日程調整を行った結果について、明石市に報告すること。 

 （３）運営指導日の変更が生じた場合の再調整について 

    日時の変更が発生した場合は速やかに明石市へ報告すること。 

 （４）事前提出資料の提出管理と内容確認 

①運営指導日のおおむね 2 週間前までに運営指導を実施する指定障害福祉サービス事業者等から事

前提出資料を受け取ること。 

②事業所から提出された書類について、運営指導日までに過不足がないか確認すること。不足があ

る場合もしくは締め切り日までに書類の提出がない場合は、事業所に対して速やかに提出するよ

う求めること。 

③運営指導当日までに、事前提出資料の内容確認を行うこと。 

 ④明石市が提供する給付実績データを使用して、加算その他の取得状況を調査し、運営指導当日の

確認内容を検討すること。 

 （５）指定障害福祉サービス事業所内（運営指導実施場所）での資料確認及びヒアリングの実施 

    ①障害者総合支援法及び関係法令等に基づき、関係書類を精査し、適正な運営及び報酬請求等が行 

われているか確認すること。 

    ②内容に疑義がある場合は、必要に応じて事業所の管理者等へヒアリングを行う、書類の追加提示 

を依頼するなどの方法で、内容の確認を行うこと。 

    ③書類の確認及びヒアリングの結果等に基づき、事業所へ点検状況の説明を行うこと。 

 （６）運営指導の内容及び結果報告 

    ①運営指導実施日から 14 日以内に、当該運営指導の結果を記した運営指導等報告書を明石市に提 

     出すること。報告書式は任意とするが、事業所ごとに詳細にまとめた内容とすること。 

    ②運営指導等報告書をもとに結果通知書（案）を明石市が定めた様式により作成し提出すること。 

 （７）指定障害福祉サービス事業者等からの改善報告書の提出確認 

    運営指導の結果通知に記載された提出締め切り日までに改善報告書の提出がない場合は、事業所に

対して速やかに提出するよう求めること。 

 （８）問題等発生時（対応困難時）の対応 

    対象事業所における著しい法令違反、運営指導の拒否等その他対応困難な事態が生じた場合には、

速やかに明石市に報告すること。 

 ※運営指導の実施通知及び結果通知の発送事務は福祉施設支援課が行う。 



６ 実施計画書 

  受託者は、業務開始にあたり明石市との協議のうえ実施計画書（任意様式）を作成し、速やかに明石市

に提出して承認を得なければならない。 

  実施計画書には、次の事項を記載するものとする。 

   ① 業務スケジュール 

   ② 業務体制 

   ③ その他、業務遂行に当たって必要な事項 

 

７ 報告書の作成 

 （１）運営指導を実施した全ての事業所の実施内容を取りまとめ、報告書の作成を行うこと。また報告書

の提出期限は、明石市と協議のうえ提出すること。 

 （２）報告書の著作権（著作権法第２７条及び２８条の権利を含む。）は本市に帰属する。また本市の許可

なく成果物を他に利用、公表又は貸与してはならない。 

 

８ 名札の携行 

 （１）運営指導員は、運営指導を行う場合、明石市が作成した本委託事業の運営指導員であることを示す

名札を携行すること。 

 （２）名札は、運営指導終了後から委託契約が終了するまでの期間内に明石市に返却するものとする。ま

た運営指導員が退職、異動等により運営指導を行うことがなくなった場合においては、明石市に報

告の上、速やかに当該運営指導員の名札を明石市に返却するものとする。 

  

９ 委託料の支払い 

 （１）委託料の支払い 

契約期間終了後の請求書払いとする。 

 （２）委託料の支払い請求 

    受託者は、所定の手続きに従って委託料の支払いを請求するものとする。ただし、業務実施にあた

り契約金額を超えた収支になった場合でも、契約変更等は行わない。また契約金額未満の収支にな

った場合については、収支どおりの支払いとする。 

 

１０ 個人情報の取り扱いについて 

 （１）受託者は、この契約による事務を処理するため、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57 号）」及び「明石市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第 23 号）」並びに「明石市情報セキ

ュリティ基本方針」等の個人情報の取り扱いについて遵守すること。 

（２）受託者は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による

事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適

切に行わなければならない。 

（３）受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（４）受託者は、明石市の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情

報を契約の目的以外の目的に利用し、又は明石市の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（５）受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければ



ならない。 

（６）受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなく

なったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

（７）受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはな

らない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（８）受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を明石市の承諾なしに事業所内

から持ち出してはならない。 

（９）受託者は、この契約による事務を処理するために明石市から引き渡された個人情報が記録された資料

等を明石市の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（10）受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを

明確にしておかなければならない。 

（11）受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に

関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこ

となど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。 

（12）受託者は、この契約において「個人情報等の安全管理措置に関する報告書」を明石市長に提出しな

ければならない。 

 

１１ その他   

（１）受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、明石市と打ち合わせを行い、誠意をもっ

て業務を遂行すること。 

（２）受託者は、受託した業務を第三者に再委託してはならない。この契約を終了し、又は解除された後

においても同様とする。 

（３）受託者は、本業務を遂行するうえで、関係法令を順守しなければならない。 

（４）収集すべきデータの内容及びその取扱いについては、本市と協議のうえ決定し、実施すること。 

（５）受託者は、本業務の遂行にあたり本市から資料等の貸与を受ける必要がある場合は、本市と協議の

うえ貸与を受けること。なお、貸与を受けた場合は、業務終了後速やかに返却すること。 

（６）契約の締結､業務の履行に関して必要な費用は､特段の定めがない限り､すべて受託者の負担とする。 

（７）業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じたことにより本市が協議を申し出た場合、

受託者は受託料の範囲内において仕様書の変更に応じること。 

（８）本業務の実施に関し、仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、明石市と受託者が協議し

て解決するものとする。 

（９）上記（１）～（８）の事項に違反したとき又は業務を完了する見込みのないときは、契約を解除

し、損害補填させる場合がある。 

 

 

 

 


